
91

1789年フランス人権宣言における財産権（三・完）

田　村　　　理
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（1）前提的検討一入権宣言2条と17条

　89年人権宣言においては，その2条と17条に二度propriεt6に関する規定が

登場する。2条ではあらゆる政治的結合がその保障を目的とするところの自然

権の一つとして1a　propri6t6が規定された。さらにそれをうけて17条において

は1es　propri6t6sないし1a　propri6tξの神聖不可侵と収用の際の正当で事前の

補償が規定された。この二つのpropri6t6は異なる内容をもつものかどうかが

まずここで検討されなければならない。

　稲本洋之助教授は，lapropri6tξとlespropri6t6sという用語の違いとも関係

させて2条と17条のpropri6tεを区別することを主張されている。2条のla

propri6tξは物的所有に限らずpersonne（「自己自身」）に対するpropri6tεに対

応するより広いシュースの言うpropri6tξである。それに対して17条をlespro－

pri6tξsと考え，それは「封建的性格をのこした土地所有」｛’〕であるとする。ま

た前者は「非常に普遍的な内容を持つ」のに対して後者は「非常に特殊な利益

を，その当時ある階層の人々にとって重要であった利益を反映するものであっ

た」（2〕とし，所有一般（2条）と当時の具体的な土地所有（！7条）の間に「『懸

絶的」な関係」（ヨ〕があると主張されている。稲本教授のこの指摘は人権宣言の

propri6t6の中には近代的意味での所有と前近代的な意味でのそれが同時に含

まれてしまっていること，所有一般と土地所有との相違を強調される点で非常

に重要である。しかしそれらを各々2条と17条に明確に分割してしまうこと，

その上で2条とユ7条の距離を過度に強調することには慎重な配慮が必要である

と思われる。もちろん稲本教授ご自身もそれを十分に意識した上で区別を強調

しておられるのであるが｛4〕，ここでは私なりに以下の点を指摘しておきたいと

思う。

　2条については，そこでのla　propri6t6が「直ちに物的所有であるのではな

く，人間にとっては自分にプロパーな領域があるということに他なら」ず，こ
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れが「『自由』と並ぶ意味でのpropri6tξである」＝5〕と稲本教授は指摘されてい

る。確かにそこには物的所有に限らぬより広い意味でのpropri6t6の観念が含

まれていると考えるべきである。シュースのような「自己自身」のpropriεt6と

いう観念はかなり強い影響力をもち，制憲議会に浸透していた。そのことはい

くつかの人権宣言草案に「自己自身」のpropriξt6という定式が登場することに

もうかがわれる㈹。無体財産権が引き出されてきた経過からもそれは理解でき

る。ただ2条の1a　propri6tξがシュース流のそれに限られると言い切ることは

難しいであろう。なぜなら後にも検討するとおり当時の議会においてpropri6t6

の正当化論について「自己自身」のpropriξtε論に一義的に合意があったとは言

えないし，また教会財産の国有化には様々なpropri6t6論が登場したことから

もそれはうかがえる。また「自己自身」のpropriξt6という観念もなんらかの経

済的利益や行為を中核とし，それを正当化するための議論であったと考えるべ

きであろう（7〕。その意味では他の物的propri6t6論との差異は相対的である。

　次に17条については，まず1apropr胤εと1espropriξtεsという言葉上の差

異を過度に強調しすぎないようにする必要があろう。「封建的」権利の保障を目

的に1es　propri6t6sという複数形が選ばれた可能性はもちろんあるけれど，そ

れは1a　propriξt6と互換可能なものだったと思われる。デュポールが最初に提

案し議会で採択された17条は1a　propriξt6を用いていた。また1es　propri6t6s

に改変されても89年段階では議会で問題にはさなかった。また91年段階でもレ

ドゥレルの修正案に対して多くの議論がされたわけではない。そうだとすれば

1es　propriεtεsでもla　propri6tξでもそこで保障されるものは，「封建的」権利

も含めたものとなるであろう（昌㌧

　また1a　propriεtξという単数定冠詞つきのpropri6tεがより抽象的で普遍的

なニュアンスを持つことは理解できる。レドゥレルが1791年8月8日に1es

propri毫tξsは「一つの権利（un　droit）」とは呼べず，］つの権利なのはla　pro－

priξtεであるとしてユ7条の修正を求めたことにもそれは表れている。それに対

して1es　propriξt6s　という表現が具体的なニュアンスをもつことも理解でき

る。しかしそれが「封建的性格をのこした」「土地所有」に限られるかどうかは

疑問の余地があるのではないか。先にこの点に関する仮説を紹介した（本稿II

＜4〉）スユエルはles　propri6tξsという表現が具体的な意味あいを持つだけで

なくより広く一般的な射程を持つのだとして，17条のles　propriξt6sに「封建
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的」権利が含まれることを主張している。そして彼はまた民法上の狭い意味で

の所有権が1a　propriさtξであるとし，これとの対比で1es　propri6t6Sをより広

いものとしている（目〕。こうした点を考慮すると1es　propri6t6sという言葉の含意

は必ずしも「土地所有」に限られるとは言い切れないであろう。

　またlaかleSかの問題とは別に，この規定は土地の収用と補償を念頭におい

た規定であり，特に後半部分はそうしたものとして歴史的に形成されてきた定

式である（川。しかし前半のpropri6tξは「神聖不可侵」であるという規定は，こ

の人権宣言ではより広い役割を担っていたと思われる。ジロンド憲法草案にお

いてもジャコバン憲法における人権宣言においてもsa　propri6t6の収用規定

とは別に狭し）意味での「所有権」に限らぬle　droit　de　propri6t6の定義規定が

置かれ，また経済的自由に関わる規定も別に設けられる（’1〕。しカ）し89年人権宣

言においてはそれらはすべて17条のpropri6tεの「神聖不可侵」という定式に集

約されていたように思われる。様々な経済的問題の議論の中でpropri6t6の「神

聖不可侵」が語られていることからもこうした可能性は推測できる（’2〕。

　このようにみてくると，2条のla　propriξtεは物的なpropri6tεに限らず人

的なpropri6t6も含めた広い意味での（その意味でシュース的な）内容をも含む

が，その場合でも中核はやはり経済的利益である。また17条の1a（ないしles）

propri6t6（s）は，具体的で広範な経済的利益を含むものであるということにな

る。したがって，両者がそれぞれ別の守備範囲を持つというよりも2条の一般

的規定を一 ､けてさらに個別具体的に規定したのが17条であると考えるのが妥当

である（1君）。そして後に論ずるように，「封建的」権利をそこに含む限りでは，人

権宣言は「自己自身」のpropriξt6論だけでは貫徹し得ないであろう。

　こうした理解にたって以下では特に具体的規定である17条のpropri6tεにつ

いてその中身を検討する。

（2）何をどうする権利か

a）何を？

＜1〉～＜3〉の検討からすると，人権宣言ユ7条のla　propriεtξは土地や労働生

産物といった有対物に限らず，債権や無体財産権をも含んだかなり広い内容を

既に持っていたとみてよいであろう。それのみならずここには一定の前近代的

な財産がその対象に含まれていたことも忘れてはならない。ここでは以下の二

点に特に注目をしてもう一度整理しておきたい。
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　その第一点は，ロックやシュースのような「自己白身」のpropri6t6から経済

的利益に対するpropri6t色を正当化する理論の影響力とそれによってpro・

priεtξの対象として観念されるようになるものの存在である。

　無体財産を正当化するために，「思考」に対するpropri6tさが設定され，それ

がpersonne11eなpropriεtεであるという議論がなされていたことにもそれは

表れている。

　またこの理論によって「労働力」をも一つのpropri6tξの対象とすることが可

能となったことも重要である。「労働」は「自己自身」のpropriεt6の行使であ

るが，「自己自身」と区別されることによって一つの独立したpropri6t6の対象

となる。制憲議会においてもそのことは確認されていると思われる。ここでは

いわゆるダラルド法の制定作業の際のダラルドの発言を引用しておこう。

　「労働をする能力は人権のうちで第一のものです。この権利は人間のpro－

　　priξtξです。そしておそらく……それは最も神聖で時効にかからぬ第一の

　　propriξtξです。」（14〕

　第二に，革命以前にはpropri6t6とみなされていたもののうち一定のものが

propri6t6として維持・再編されたことと，別のものはpropri6t6とは以後みな

さないとされたことの双方に注目しておきたい。例えば8月4日の「封建制」

廃止までは「封建的」特権のすべてがpropriξtξとみなされてし）た。それを要約

的に表現するのは1789年6月23日の「国王の意図宣言」（’5〕である。その12条は

次のようにpropri6t6についてのべてレ）る。

　「例外なしにすべてのles　propriεtεsは常に尊重される。陛下は明示的に次

　　のものをpropri6t6の名めもとに含めておられる。『十分の一税』『サンス』

　　『定期金（rente）』『封建的領主的権利および義務』，土地や封土に付着しま

　　たは人に帰属するすべての実利的，名誉的な権利および特権である。」

　これらのものから，名誉上の権利やマンモルト，人的隷属に関わる諸権利は

8月4日以降廃止された。いわゆる「人的権利」はpropr胤εとはみなされなく

なったのである。そのことはいくつかの人権宣言草案にも表現されている（例

えば前述のタルジェ草案18条）。それに対して「資産の譲渡の対価」とみなされ

た実利的権利は，「土地借地料や単なる負担と同視され」，買い戻しがなされる

まではpropri6t6として維持されたのである。また十分の一税や教会財産はそ

の財産の公的な性格，自然権としてのpropriεt6は個入にしか保障されないこ
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となどを理由に没収され，聖職者身分のpropriεtξとはみなされなくなった。他

方，国庫に対する様々な債権はpropri6t6として維持されたのである。

b）どうする権利か？

　このように単に有体物だけではなくより広い対象をもったpropri6tεが成立

するためには，propri6tεとは何をなす権利かについての共通の観念が存在する

ように思われる。フランスにおける無体所有権についての研究のなかで山本桂

一氏は「民法典の規定にあらわれた所有権は，有対物を目的物とするもののみ

であるが，有対物のほかに人の排他的支配の対象となるべき無形の存在があっ

て，それが所有権同様の絶対的支配利用の諸権能の源泉となるという考え方は，

民法典以前からも存在していたし，法制定以後も根強く行なわれた。」（呵と述べ

られている。このような考え方を成立させる観念は物の排他的支配すなわち「専

有appropriation」の法的観念である。そこからは，即物的対内的な独占的受益

の状態すなわち排他的利用処分の権能だけでなく，対外的人的な，「外部からの

侵害に対し，これを排除し，回復を求め得る権能」が生ずる。そしてこのよう

な専有の観念を通じて「無体的権利がこの排他自勺支配の特権的性能を含むこと

がこれに所有権の一般的名称を希有させる根拠であり，そこにまた一般的所有

権との共通性，．類似性を肯定し得る。」｛17〕との指摘がなされている。

　このようにpropri6tεを排他的支配と結びつけて観念するという考え方は，

制憲議会にも存在した。例えば教会財産を擁護したカミュはpropri6tξの本質

を「第三者が私の意思に反してある物を処分する能力を排除することのできる

権能」であるとし，ディマル師はpropri6t6を「根本的に性格づけるものは同一

の対象に対するすべての占有を排除する権利である。」と述べているのはすでに

確認した。劇作家等の著作権を保障するデクレの審議にあたって，ル・シャプ

リエも前述の工業所有権での議論と同様に著者の「思考」のpropri6t6が最も神

聖でperSo㎜e11eで不可侵であるとした上で，排他的支配について「思考の領域

を開拓する人々が，彼らの労働からなんらかの成果を引き出すのであるから，

彼らの存命中と死後何年かは，何人も彼らの承認なしには彼らの才能（g6nie）

の産物を処分することはできないとするべきである。」（1目）と述べている。

　またこの排他的「支配」はさらに具体的には，ローマ法的な使用（uSuS）・収

益（fructus）・処分（abusus）のことであるという考え方（ユ9〕は，かなり浸透し

ていたように思われる。教会財産の国有化をめぐってトレヤールはpropri6t6
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を「使用し（user）処分する（abuser）権利」と定義していた。ただしこのabusus

という語はラテン語の「使い尽くすこと」に由来するものであるが，フランス

語ではabuserは「濫用する」ことを意味するので，この語の使用には抵抗もみ

られた。しかしabuserにかえてdisposerという語が「処分する」の意味に用い

られているようである。例えば前述タィレジェの人権宣言草案（II＜3〉（2））で

も1a　propri6t6は使用し（user）処分する（disposer）権利であるとの定義がな

されている。また後に出されるジャコバン憲法の人権宣言16条は「1e　droit　de

propri6tξはすべての市民が任意にその財産，所得，労働および技術的能力

（industrie）の成果を収益（jouir）し処分（disposer）する権利である。」とす

るにいたる。

　制憲議会における1a　propri6tεとは，土地その他の有体物だけでなく無体財

産や債権や労働力，さらに封建的特権の一部をも含む広い財産的利益の源泉を

排他的に使用・収益・処分する権利であったとまとめることができるのではな

かろうか。

（3）訳語の検討

　以上のように17条の1a（1es）propriεtξ（s）を捉え得るとすれば，次のような今

村成和氏の記述には若干の疑間の余地がある。

　今村氏は「近代的意味における所有権とは，物に対する，使用・収益・処分

を内容とする排他的な支配権として観念されている」（別〕と定義し，この近代的

所有権は新興市民階級のイデオロギーであり，それを媒介として資本主義経済

が急速な発展を遂げたとする。そして資本主義の発達の憲法的保障のうえに及

ぼした影響として所有権の比重が相対的に低下し，その結果として憲法におけ

る所有権保障は所有権以外の権利をも含む財産権の保障を意味するものとなっ

たと指摘しておられる側。

　「所有権」の定義と「財産権」との区別，「所有権」以外も広く含む「財産権」

の用語法からすれば，今村氏は「所有権」の語を民法上の狭し）意味で用い，そ

れ以外のものを広く含む場合は「財産権」という用語を用いておられると思わ

れる。そして本稿で対象としている近代市民革命期においては憲法的に保障さ

れるのは「所有権」であるということを基本にしているようである。またこの

ような理解は一般的であるようにも思う。しかし上で示したように少なくとも
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フランス革命期の制憲議会においては，民事上の狭い意味での「所有権」では

カヴァーしきれない様々な経済的利益がpropri6tさと観念され，それらがなん

らかの形で人権宣言や憲法と結びつけて論じられていた。したがって，「所有権」

と「財産権」を厳密に区別して用いるのならば，17条のpropri6t6はやはり「財

産権」という用語を与えるのが妥当である。それは，今日「財産権」を定義づ

けるときにその対象とされるもののほとんどを既に含んだ広い概念だったので

ある（22〕。

　それでは2条のla　propriξt6にはどの様な訳語を与えることが妥当であろう

か。先に2条のla　propri6tξはなんらかの財産的利益を正当化するためのもの

であるとの留保をつけた上で，それが物的所有に限らず人に固有なものにたい

するpropri6t6というより広く普遍的な意味をも持つと考え得ることを述べ

た。そうであるならば，17条の一般規定として，／7条の「財産権」よりもやや

抽象的に「所有」という言葉を自然権の一つとしての1a　propriξt6にあてるこ

とが可能ではないであろうか。しかしその場合でもこの「所有」は，財産的・

経済的利益をその中核とし，それを正当化するための「所有」であったことを

あらためて留保しておきたい。

IV．1789年人権宣言における財産保障の理論

〈1〉所有・財産権の正当化理論

　制憲議会においては所有および財産権を正当化し，基礎づけるためにどの様

な理論を用いたであろうか。既に述べたとおり，ロック，シュース流の「自己

自身」の所有→行動・労働の所有→物的所有という正当化理論がかなり強い影

響力をもったことは確かである。しかし「封建的」権利をもその内容に含める

ためにはこの「自己自身」の所有→「労働」による所有論のみでは対応ができ

なかった。そのことはシュース自身が「封建的」権利を正当化する際にこの労

働による所有論を主張しなかったことに端的に示されている。シュースは／789

年8月27日に「封建的権利の買い戻しについての覚書」を議会に提出している。

ここでシュースは，「封建制」の廃止に関して議会が二種類の「封建的」権利を

区別したことを述べた上で，買い戻しを正当化するために次のような所有論を

展開している。
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「自然状態においては人は財産（prOpriξtξ）をもたない。彼は自分にとって

ふさわしいあらゆるものを享受する。彼の財産（sapropri6t6）は彼の住む

地域のすべてである。彼は自分の独占するものすべてを享受する。彼は力

が追い払うところまで，その状態に留まる。

　社会秩序の確立は，この無制限の権利一この権利は各人が自然から受

け取ったものであり，自分にとってふさわしいものを独占する権利なので

あるが一に制隈を加える。この一般的財産権は（ce　droit　de　propri6t6

universe11e）は限定付きの財産権（droit　de　propri6tξcirconscrite）へと

制限された。そして，この限界は，各人が占有するものに対してもつ権利

を制限したが，それは社会契約の基礎となり，その保障が社会契約の目的

となった。

　社会は，自己の利益によって啓蒙されて，法律によって期問の定められ

た紛争のない占有（possession）によってあらゆる財産（tout　propri6tξ）

の獲得を正当化する方法をさらにこの最初の所有の資格（ce　premiertitre

depropri6tξ）につけ加えた。

　それ故ふたつのものが財産（me　propri6tξ）の獲得には要求された。占

有とこの財産（cettepropri縦）が紛争なく享受されるべき期間のふたつ

である。

　この二つの条件が充されるとすぐに財産権（1a　propriξt6）は神聖不可侵

になった。国民は自らもそれを補償なしに市民から奪う権利をもはやもた

ない。なぜなら，たとえ公益によって全員の利益のために財産（une　pro－

pri6tξ）の本質をかえることが国民によって認められたとしても，この財産

　（cette　propriεt6）の正当な占有者に補償をすることによってのみ国民は

それを行なうことができる。国民が犠牲を命じるこのような財産（Cette

espさ。e　de　propri6t6）の享受をやめることによって，国民が認めた財産の

獲得のために用いることができる代価を彼は獲得する。そうでない行為は

掠奪である。

　12世紀多くが封土授与の時代に，封授された土地は封授した者に帰属し

ていた。少なくとも彼は占有者であった。数世紀に及ぶ期問によって，そ

の財産（fondes）の占有者とあれこれの貢租つきでかれからそれを受け取

った者とでかわされた契約に，財産権（1a　prOpri6tξ）の神聖な性格が付与
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　　された。……」（卿

　ここでの所有論は，社会秩序によって限界を付されていること，および法の

定める期間紛争なしに占有することによって正当化されている。所有の社会的

性格が強調されると同時に「紛争なき」「占有」が所有の基礎であるとされてい

る。この所有論は「占有」による正当化と社会性の強調を特徴とする｛24）。

　そしてシュースにとってはpropri6t6とは具体的にはこの特権身分の経済的

利益であり，シュースは「絶対王政下の経済的利益を，特権としてではなく，

所有権としてとらえなおそうとしているのである。」（25〕それ故にシュースは「自

己自身」→「労働」による所有論だけでは貫徹できず，この「覚書」のような

別の所有論が必要となった。「労働による所有論はブルジョワ的所有は正当化す

ることができるが，物的特権を説明することはできない。」（26〕からである。また

シュースが7月草案において土地所有の理論は別であると述べているのは，こ

の「覚書」の所有論と無関係ではありえないのではなかろうか。彼はブルジョ

ワ的な所有論とともに既存の経済的利益・特権を正当化する所有論をももって

いた。既存0）特権をpropriεtξへと組替えようとするシュースにとっては「自己

自身」→「労働」による所有論のみではその目的は達し得ない。それを意識し

ていたシュースは7月草案で土地所有については，「その理論は別」であるとの

留保をつけ加えたのではないか（27〕。

　このようにシュースが二つの所有論を必要としたように，制憲議会もまた二

つの所有論を必要とするであろう。というのも議会もまた「封建的」権利の実

質的な維持＝propriξt6への組み替えを行なったカ）らである。その際に明確な議

会の所有論が展開されたわけではない。しかし議会が「封建的」権利を財産権

として擁護するためには，少なくとも理論的にはこの「覚書」のような所有論

が必要であったであろう。このように二つの所有論を議会やシュースが持つに

いたったのは，後にも検討するとおり，おそらく彼らが既存の経済的基盤の上

に将来の資本主義に道を開く所有論を築こうとしたからであろう。

＜2〉法律による財産権保障

　89年人権宣言では，立法中心主義（16gicentrisme）とも呼び得るような，自

然権保障のための法律の役割の重視がみられる（2品〕。これは自然権のひとつに数

えられた財産権の保障にも関わる重要な問題である。人権宣言はロック思想の
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影響をうけて政治的結合の目的が自然権保障（2条）であり，各人の自然権の

限界は他者の同種の権利を確保することのみである（4条）としつつ，法律は

社会に有害な行為でなければ禁止できない（5条）と規定している。しかし他

方で自然権の限界は法律によってのみ定め得る（4条）とし，さらにルソーの

定式を借りて「法律は一般意思の表明である。」との規定（6条）をおいている。

またほとんどの人権規定に「法律の留保」がおかれ，財産権に関しても適法に

認められた公の必要がある場合には，事前の正当な補償を条件に収用が可能で

あるとされているのである。

　ブルジ白ワジーのイデオロギーとしてのロックと民衆のイデオロギーとして

のルソーを対比するという観点からは，先にルソーの法律優位の思想の人権宣

言への影響を論ずる際にそれに付した留保には注意が必要であろう（本稿II

＜3〉（3））。ルソーの法律優位の所有論は，個人の独立と平等を確保するために，

個々具体的な市民全員の参加による法律によって財産権を全面的に支配しよう

とするところにその意図がある。こうしたルソーの意図は人権宣言に正確には

伝わらなかったようである。それは制憲議会が，ルソーのような人民主権を導

入せずに制限選挙制を採用したこと，また財産の平等と結びつき得る民衆から

の財産権制限の要求をことごとく排除したことにも表れている。それは結局は

制憲議会の目指すところがブルジョワ的利害であったからであろう。それでは

何故，その意図を正確に理解せず，部分的にしか受容しなかったとしてもルソ

ーの定式が人権宣言に登場し，また法律に大きな信頼が与えられたのであろう

か（29〕。新しい秩序を創り出す革命では法律という人為的な力が必要であり，そ

れがひとつの理由であったことは確かである。しかしそれだけでは説明できな

いであろう。ここではその理由を所有・財産権論を中心においていくつか推測

してみたし）。

（1）ロックとルソーの混在

　人権宣言の所有論の思想的背景を検討した際に（本稿II〈3〉14）），私はシュ

ースに代表されるようなロック思想とセルヴァンに代表されるような（一定の

留保付きではあるが）ルソーの思想を対比して検討した。そして人権宣言にお

いてはどちらが支配的であったとは言い切れず，それらが区別されずに混ざり

あっていたのではないかと述べた。前者は自然権としての所有をなんらかの合

意とは切り離して正当化するところに，後者は「社会契約」（すなわち一般意思
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の表明たる「法律」）という合意によって所有を再構成し正当化するところにそ

れぞれ特徴がある。しかし前者にあってもそれを社会状態でより安定的に保障

するために「法律」の介入をみとめるし，ルソーにおいても所有をまずもって

「労働」によって説明するという姿勢がみられる。いかなる目的でどちらに重

点をおきそれらをどう構成するのかによって両者は相対立する性格を持つけれ

ども，両者とも自然権としての所有と法律での保障という構成要素をもってい

た。これが両者の共存を可能にした一つの理由であろう。

　また人権宣言は政治的結合の目的として自然権を掲げたうえでそこに圧政へ

の抵抗も含ませるのであるから，大きな枠組みはやはりロックの思想であろ

う㈹。しかし人権宣言成文にはそれと同時に明確なルソーの定式が登場する。

これは制憲議会にとっては両者が並立不可能な体系ではなかったことを意味す

るのではないか。クレルモン・トゥネールが選挙入のすべてが一致している点

としてあげた国家の「再生（r696n6ratiOn）」（ヨユ〕は，自然権の「忘却」（前文）か

らの「再生」によってなされると考えられていた。自然権は社会によって「確

認」されるだけではなくて，「再生」されなければならなかった。その「再生」

を実現する手段は市民の意思の力＝一般意思の表明である法律ではなかった

か。フランスの人権宣言の特徴をなす4～6条が何を意味するのかについてS．

リアルは「制憲議会の議員達は国民のために自然法の要請を具体化する立法権

の理性に自信があったことを意味する。」（宮2］と述べてし）る。そこにルソーの体系

が影響をもった理由があるのではないか。こうした意味でロックの体系とルソ

ーの体系は共存していたし，混在していたのである。

／2）ルソーの定式における左派と右派の混在

　「大恐怖」などに象徴される農民・民衆の脅威が89年の制憲議会にルソーの

民衆的な思想を導入させたことはおそらく確実であろう（3昌〕。しかしそれだけで

なく，保守派の側からも「法律」重視が主張されたことも指摘されている。例

えば右派のリーダーの一人だったモーリ」宮4〕は，教会財産の没収に反対する文

脈の中で，ルソーに言及して法律の役割を強調して次のように述べている。

　「トゥーレ氏は個人と団体を区別する。これは巧妙な議論です。法に先たつ

　　所有（une　propri6tξ）とは空想です：それは法によってのみ存在するので

　　す。ルソーは所有権（1a　propri6tε）を労働による先占の権利であると定義

　　する。そして法が介在することが必要です。というのもそこに収穫の確実
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　　性がなければ誰も種をまきはしないからです。……

　　　　・また諸個人であっても法律なしに財産（des　propri6tξs）を所有し得

　　るのだろうか？社会契約に先立っ財産権（1es　propriξtξs）とはいったいど

　　んなものなのだろう？……

　　　私たちはクロヴィスの時代以前から私たちのほとんどの財産を所持して

　　いた。一・・

　　　その時以来私たちの財産（nospropri6tξs）はあなた方のそれと同様に法

　　律の保護下にあったのです。……」㈹

　こうした保守派の動向についてS．リアルは，保守派がアメリカの前例をあ

まりに「自然」でありすぎて過去の遺産（＝歴史）が重視されないことに脅威

を憶えていたことと関連させている㈹。議会の趨勢が「自然」権の宣言に傾い

たとき，彼らは「自然を長い歴史の拘束のもとにおくのに適していると判断さ

れた法律を代償として高揚させようとした。」（37〕と述べている。モーリーの所有

論には確かにそうした発想がみられる。そしてまた保守派は場合によっては農

民・民衆層へも配慮しながら「自然」権の無制限な高揚に抵抗した。例えば中

道右派に属するマルエ（3畠〕が「実定法によって変更されない自然権などけしてな

い」のであって実定法による自然権の限界提示がなければ自然権自体が意味が

ないと述べて法律の重視を主張していることを私たちは既にみた。そのさい財

産を持たない同胞の要求は「安定した労働による食糧の確保と厳格な規制と継

続的保護」であり「自然的自由を拡大させるよりも正当な制限を設けることが

必要である。」として農民・民衆層への配慮とともに，実定法による自然権の制

限を主張していたのである（本稿n〈3〉（4））。そして「人権宣言の立法中心主

義は保守派の抑圧的な悲観主義と左翼の理性主義的な楽観主義の入念に包み隠

されたそしておそらく無意識の結婚による非嫡出子・なのである。」㈹とリアル

は結論づけている。89年の法律重視の態度は，実はこうした意図をそこに込め

られていた。それはまったく別の主張ではあったが，いずれもルソーの思想に

着想を得ているようである。そうであればこそまたルソーの定式が確定条項に

もそのまま定着し得たのではないであろうか。

〈3〉財産権保障の限界

人権宣言で定められ制憲議会の法律によって具体化された財産権保障はいか
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なる限界を持っていたかをここでまとめて整理しよう。人権宣言は自然権の限

界として「社会の他の構成員の同種の権利の享有を確保する」ことを明記し，

その限界は「法律によってのみ定めることができる」としてし・る。それでは法

律によってその限界はどのように設定されたであろうか。「他の構成員の同種の

権利」の内容の定め方によっては財産の実質的平等の確保まで引き出すことが

少なくとも理論的には可能だったかも知れない（仙〕。しかし現実に議会が定めた

財産権の限界はそれとはまったく正反対の内容であった。

　議会が定めた限界の一つは「人」を直接の対象として支配することはできな

いというものであろう。「封建制」の廃止の際にも「人的権利」は無償廃止され

財産権との結びつきを一切絶たれた。またいくつかの人権宣言草案にもそのこ

とが示されていた。また教会財産をめぐる議論からは，主体が個人でなければ

ならないことと公的性格をもたない財産でなければならないことが財産権の限

界として示唆されている。また適法に確認された公の必要に対しては，事前で

正当な補償という条件が充されれば財産権を主張することができない｛41）。

　これ以外にはほとんど無制限な財産権が認められ，農民・民衆の側から主張

された生存のための財産権を保障するための，財産権の制限という主張は一貫

して排除された。例えば農村共同体的な規制は「土地の独立」＝土地所有権の排

他一性を根拠に否定された。また穀物取引規制も財産権の不可侵の名のもとに否

定されているのである。

V．1789年人権宣言における財産権保障の目的

　このように構成された財産権にはいかなる意図が込められていたであろう

か。どの様な階層がこの財産権によって利益を得たかを素材として，この時期

の財産権保障の目的を確認しておきたい。

　まず「封建制」の廃棄について検言立する。制憲議会がとった「封建制」の有

償廃棄という方式は何を意味するか。河野健二氏とともに次のように言うこと

ができよう。「本来の封建地代の基幹部分（オーラールによれば農民負担の四分

の三）は，それが全面的に買取り可能になったという一点を除いては，依然と

して存続することが認められたのである。封建的負担のこの基幹部分が除去さ
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れない限り，領主は土地所有者としてのこり，事実上の土地所有者たる農民は

土地の利用権者たることはできても，土地の私的所有権を手に入れることはで

きない。農民が自己の保有地の法的な所有者となるためには，二十年か二十五

年分の地代を支払わなければならないし，そのことは領主に莫大な利益をもた

らして，彼らを財政難から救済し，ブルジョワ的富の所有者として再生させる

であろう。領主たちに貸付その他の方法で寄生していた金融業者・商人などの

特権ブルジョワジーもまたこの種の『封建制の廃止』を利用して利益をあげる

ことができたであろう。」（42〕ここで示されているように，領主やそれに寄生して

いたブルジョワがこの方法の受益者といえる。ただこうした有償廃棄方式にさ

え「妥協」できなかった貴族も少なからずいたようだ。こうした貴族たちが様々

な形でこれに抵抗したのである㈹。またブルジョワも一枚岩ではありえなかっ

た。農民の反「封建」闘争の対象となったブルジョワもあった一方で，それを

指導する「富裕な土地所有者」｛44〕がいたという。ただ概してこの「封建制」廃

止で利益を得ることが可能だったのは，「封建制」に一定の利害をもっていた貴

族の一部と大ブルジョワであると評価できる。

　また実際に買い戻しをおこなったのはどの様な階層であろうか。ある実証研

究では「農村の住民よりも都市住民の方が全体としてより多くの買い戻しを行

なっれ都市住民は苦もなく自分達の財産を解放させることのできる富裕な所

有者が集中している。様々なブルジョワ（商人，法律家，ディストリクトの行

政や裁判所のメンバー），高級官吏，領地の所有者は自分達の土地及び不動産の

上の定期税および一般的には不定期税を買い戻した。十分な資金を持っており，

多くの取引を実現していたので，彼らは制憲議会によって制度化された買い戻

しのシステムから広く利益を得た。」（45〕とされている。さらに農民にとっては買

い戻し料が高すぎたことに加えて，「封建的」諸税が本来払う必要のないものな

のだという感1青があり，そうした心理的要因も加わって農民はこのシステムか

ら利益をえなかったようである（蝸〕。

　教会財産の国有化と売却の過程でも，類似の傾向がみられるようである。ボ

ンセルフやラ・ロシュフコーといった人々を中心に小農を擁護するために「土

地所有者の数の増加」という目的を強調する勢力もあったが，財政秩序再建の

ために競売方式がとられ，大規模一括売却や支払い期限の短縮という方向に議

会は動いていった。また大借地制度が発達していた北部からの要求によって，
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売却される土地上の借地権が維持されたことも重要であろう（47〕。

　ここでも具体的な売却結果を簡単にみておこう。M．マリオンの実証結果は，

「件数においても購入額の大きさでも民衆に対してブルジョワジーがきわめて

顕著な優越性をもっている。」（4島〕ことを示している。商人や法律家，貿易商，医

者，公証人，行政官吏といった職業範礒を含むブルジョワジーは，例えばジロ

ンド県のある地域では件数では勤労者の約5倍，金額でもおよそ24倍の買入れ

を行なっている（4目〕。またシェール県のある地域では件数ではラブルール・葡萄

耕作者・日雇い農民の三範躊に属するものが，ブルジョワジーの三倍以上の買

入れをおこなっているが，金額ではブルジョワジーが二倍弱上回っているとい

う（剛。これに対してルッチスキーは都市周辺ではブルジョワジーの優越がみら

れるが，農村地帯にし）くほどその比率が低下することを指摘してブルジョワジ

ーの優越を否定してし・る則。この両者の見解について河野氏は次のような「想

定」をされている。「立憲議会のうち出した90－91年の売却方式は，明らかに地

主・ブルジョワジーに有利なものであり，そうした方法での教会財産の買い取

りは，特に都市周辺の農村地帯で大がかりに進められたであろう。……しかし

一般農民層はもちろん教会財産の売却を手をこまねいて見ていたわけではな

く，たとい都市的な農村においても，自己の土地所有を拡充するために，積極

的に行動したであろうことは，ルッチスキーとともに認めなければならな

い。」（5里）

　農事法典の制定によって「土地の独立」が確立されたことをもあわせて考え

ると，総じて領主・地主・ブルジョワを中心とした既存の有産者へと排他的に

土地を帰属させるということが議会の土地政策の目的であり，帰結であったと

思われる。

　また議会は穀物取引の自由を堅持し，民衆層から要求された「独占」による

価格吊り上げを排除するための穀物取引の規制を厳罰に処されるべきものと考

えた。しかしそうした状況下で「ひそかに私的な団結ないし談合による買し）占

めや価格の吊り上げが広範に存在していたであろうことは，容易に想像されう

る。」（5宮〕のであり，そこでの「自由」は，あらゆる社団の特権が廃止されたにも

関わらず，「私的独占」の自由をも含むものであったといえる。こうした状況で一

は領主制地代や様々な領主的権利で穀物を獲得した領主，また旧制下でも独占

の主体であった穀物商人，大規模経営をおこなう大借地農や徴税請負人たちは



1789年フランス人権宣言における財産権（三・完） l07

大量の穀物を獲得することができ，それを「自由」に売ることができるように

なったであろう。

　9！年の「妥協路線」について遅塚忠躬教授は次のように述べている。「この路

線は，人民大衆（とくにその大部分を占める農民大衆）にとって最悪の道であ

った。なぜなら，彼らは，単に経済的自由主義そのものによってプロレタリア

化の道に追いやられるだけでなく，私的な談合による穀物価格吊り上げの横行

に苦しみ，かつ，領主地代の買い戻しのために土地喪失の危機にさらされたか

らである。」（54〕すなわち91年体制の経済問題の指針であるあの人権宣言の「神聖

不可侵」の財産権は，領主地代の買い戻しによって人民大衆に土地を与えず，

私的な談合を排除しない経済的自由主義によって「独占」を擁護し，経済的自

由主義そのものによって人民大衆をプロレタリア化するという目的をもつもの

であったということができる。

むすび

　最後に今後の研究の課題を明確にするためにも，革命の進展との関わりで重

要ないくつかの事項を視野において本稿のまとめをおこないたいと思う。

（1）

　まず89年人権宣言の財産権の対象が広いものであったことが重要である。こ

れは二つのことを意味する。一つはそこでの財産権が単に狭義の「所有権」に

限らず，債権や無体財産権を含む「近代的」な「財産権」であったことである。

もう一つはそこには「封建的」権利もまた含まれていたということである。89

年人権宣言は「封建制」を神聖不可侵の財産権にとりこみつつ，「近代的」財産

権を構成することをめざしていた。

　そのことは財産権をひとつの所有論で正当化しきることを不可能にした。「自

己自身」→「労働」による所有論は，譲渡不可能な「自己自身」から「労働」

を切り離すことによって「労働」それ自体を自由な譲渡の対象とする理論を含

んでいた。それは労働力しかもたない者も所有者として対等に市場に登場する

こと，他方でそれを買い入れて「労働」を支配し他者の労働の産物を支配し得

ることをも含意する。その意味で来るべき資本主義を正当化する「収奪の理論」

であった。しかし同時に「自己自身」→「労働」による所有論は従来の「封建
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制」から自由・独立の商品生産者を解放するための理論でもあった㈹。それ故

に「封建的」権利を財産権へと取り込むことはこの所有論てばなし得なかった。

そこで持ち出されたのはシュースの「覚書」のような「紛争なき占有」による

所有論であった。「神聖不可侵の財産権」という漠然とした定式はこうした曖昧

さを妥協させるに適していた。

　また財産権保障に際して法律が重要な役割をはたすべきであるという観念が

議会内の各層に共通のものであったこともいくつかの所有論を共存させた理由

であったかも知れない。

／2）

　次に財産権がほとんど無制約な権利とされていることも重要である。「土地の

独立」が宣言されて農村共同体的制約は排除された。また大借地農場の分割や

小作条件の改善といった農民の要求も，財産権への制約要求まで高められ得る

問題であった（5芭）が，制憲議会では何等考慮の対象とはなっていない。また穀物

取引の自由は財産権の行使の自由であるが故に譲られなければならなかった。

ここでも財産権制限の主張へと結びつき得る｛57〕農民・民衆層からの生存確保の

ための穀物取引の制限の主張はことごとく排除された。そしてまたこの財産権

行使の自由には「私的独占」の自由もまた含まれていたのであった。

　こうした財産権は，買い戻しによって領主層が私的地主に転換しうる可能性

を保障すると同時に，領主制に寄生していた都市商人や大借地農といったブル

ジョワに利益を確保し，地主も含めた人々の既存の経済的利益の上に資本主義

に適合的な経済体制を創り上げようとするものであった。

（3）

　こうした財産権をめぐる状況の中で，決定的な転換点となるのは1793年7月

17日の「封建的」権利の無償廃止の実現である。これは二つの所有論の統合あ

るいは接近を意味するであろう（5呂〕。また1792年12月22日には穀物取引における

「私的独占」の禁止が打ち出され，93年7月26日には生活必需品の私的独占が

禁止される。これらの措置を通じて前近代的な要素が払拭され，財産権は完全

にブルジョワの利益にそう，資本主義の発展に適合的なものとなったようにみ

えた。

　しかしこ札らは92年以降の農民・民衆運動の高揚の中で，農民・民衆層の要

求を部分的に受け入れるという形で実現された。これらは農民・民衆層の小土
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地所有と共同体的規制による生存の確保という「反資本主義的」要求によって

実現されたのであった。それは経済的自由主義自体にも制限を加える要求であ

った。93年体制は生活必需品の最高価格制や穀物流通の規制などの措置をも同

時に受け入れなければならなかった（59〕。

　これらの事態は財産権論それ自体にも反映されてくる。92年8月10日の革命

以来の農民・民衆運動の高まりは，農民・民衆のイデオローグ違による様々な

財産権（あるいはそれの制限）思想を生み出す（6。）。それらは議会においても影

響力をもち，口ベスピエールのような人権，財産権論を登場させる（61〕。また93

年国民公会がつくりだすジャコバン憲法それ自体にも，一定程度の影響をもた

らすであろう。財産権規定にっし）ては，「封建的」内容が排除されて明確な定義

規定がおかれる。またおそらく民衆層の反資本主義・反経済的自由主義の要求

に対抗するために，営業の自由規定も明確に登場する（直2）。

　こうした革命中期の財産権をめぐる諸階層の対抗と相互関係を詳細に検討す

ることが今後に残された課題となる。この課題は，ますます激しくなる農民・

民衆運動の，そしてそこから出される財産権思想（あるいは理論）の検討によ

って，また戦争や反革命の動きの中で農民・民衆層の財産権論に対処する議会

のあり方の，そこから出された憲法・人権宣言それ自体の検討によって追求さ

れなければならない。
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　　113～119頁，127～130頁参照〉。ただしシュースのこれらの主張は「買い

　　戻し」を強く擁護する文脈でなされたことにもまた注目する必要がある。

　　また「特権一攻撃，所有権一擁護といっても，有償廃止によってその原

　　理を積極的に実現するのではなく，特権を所有権として評価し直す，最

　　も保守的な線を彼は考えていたようである。」＜浦田前掲論文118頁，また

　　浦田前掲書213頁参照〉とすれば，彼の土地の生産性への配慮はあくまで

　　も「既存の」土地所有の枠組みの中で考えられていたであろう。そして

　　「既存の」＝「封建的」土地所有擁護の理論がこの「覚書」には示されて

　　いるのである。

　　　このような観点からはシュースの土地についての留保を，過度に近現

　　代にまで通じるものとして普遍化してしまわぬことが重要であろう。か

　　れが土地所有として擁護しようとしたのは，「封建的」権利を中心とした

　　「封建的」土地所有関係なのである。なおこうした点について遠藤輝明

　　「フランス革命史研究の再検討」岡田与好編『近代革命の研究　上』東

　　京大学出版会，1793年，229頁，浦田　前掲書209頁註（6）参照

（28）1ξgicentrismeという用語および概念は，89年人権宣言の特徴としてま

　　たそこにおける諸矛盾の象徴的な表現として様々な論者によって論じら

　　れている。詳論は別の機会に譲らざるを得ないが，当面Ria1s，op．cit．pp．

　　364～，L．Jaume，D6cZαm此m∫∂e∫〃。〃∫ae用。mm召，Paris，1989，pp．

　　60～参照

（29〕　このようにルソーの意図を十分に反映していない，あるいは誤解を前

　　提としたような思想をも，ルソー思想の影響としてひとまとめに論ずる

　　ことには問題があるかもしれない。しかしルソー思想をブルジョワ的所

　　有を正当化するロックと厳密に理論的に対置するだけでなく，たとえ「形

　　式的に」であってもルソーが人権宣言に定式化されたこと，その背後に

　　ある誤解や歪曲にも目をむけることもまた重要であるように思う。それ

　　はまた当時のルソーやロックの理解の仕方にも目をむけることにもっな

　　がるであろう。

（30）　cf．Rials，op．cit．，pp．381～382

（31）A．de　Baecque・W．Schma1e・M．Vove11e，ムλm〃e∫伽必ae
　　グゐ。mme，CNRS，1988，p．89，cf．RiaIs，op．cit．pp．466～477

（32）　cf．Ria工s，op．cit．，p．370

　　　こうした法律重視の態度は，アメリカの事情と比較するとより明らか

　　になる。アメリカはやがて法律の合憲性コントロールを制度化するよう
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　　に，自然法と実定法の矛盾を認め，立法権をも含む権力が不完全である

　　ことを認め，その権力によって自然法が無視されてしまわぬように権力

　　を制限しようとした。しかしフランスの制憲議会の人々はそれとは明確

　　に異なる態度を示した。「彼らは，必然的に不完全な権力から人権を守る

　　ことで満足するよりも，人権を出発点として完全な権力を合理的に創り

　　あげることを望んだ。このような力学のなかでは，不完全な法律に対す

　　る人権の慎重な保障という問題は，完全な法律による市民の権利という

　　形での人権保障の達成という問題に置き換えられる。」＜ibid．，p．37！〉ま

　　た制憲議会には「市民が人問を護るのと同様に法律は自然権を保障する

　　であろうという深淵かつ直接的な自信があったのである。」＜ibid．，p．

　　398〉ともリアルは述べている。彼らの多くにとっては，法律は自然権＝

　　人権と矛盾し得るものではけしてなかった。

　　　なお人権宣言を理念的には自然権思想に依拠しつつ，実定的構造とし

　　ては法律による保障方式を採用したと説明するものとして樋口陽一『比

　　較憲法』青林書院，改訂版，1986年，56頁参照

（33）杉原泰雄教授もこのような理由から89年人権宣言にルソーに代表され

　　る「人民主権」が示唆されていることを指摘している。杉原泰雄『国民

　　主権の研究』岩波書店，197ユ年，213頁以下参照

（34）同書，203頁参照

（35）　A．P．t．9，p．640

（36）　cf．RiaIs，op．cit．，pp．367～

（37）　ibid．，p．378

（38）杉原前掲書204頁参照

（39）RiaIs，op．cit．，p．369

　　　こうした「法律」を媒介とした（ロック的なものも含めた）諸説の混

　　在の背景には，「自然状態」から「社会状態」への単線的な移行では説明

　　できないような「社会契約」観があるように思われる＜cf．ibid．，pp．387

　　～〉。

　　　これらの問題は市民革命期の「人権」と「法律」の関係をめぐる問題

　　として重要である。謝2〕でふれた樋口教授の説明もふくめて，今後の検

　　討課題としたいと思う。

（40）　cf．，L．Duguit，τm施∂e〃。材。m∫紛m肋mm4tome3，troisi§me　ed．，

　　Paris，1930，p．657

（41）　ある司教が17条の規定について，「財産（des　propri6t6s）の保障手段

　　として示されたこの条項は，その財産をすべて『公の必要』という口実

　　のもとに占拠することを目指しているにすぎないと彼は抗議した。」

　　＜Comγ伽ae〃mmce，No．X　X　X　III　p．11，Cit6parM．Gauchet，〃

　　〃む。〃古m　ae∫〃。伽aeτ伽mme，Editions　Gallimard，1989，p．122〉

　　とされているのは興味深い。
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（42）

（43）

（44）

（45）

（46〕

（47）

（48）

（49）

（50）

（51）

（52）

（53）

（54）

（55）

（56）

（57）

　河野健二「フランス革命の土地改革」同著『フランス革命とその思想」

岩波書店，昭和39年，153～154頁

　同論文156頁参照

　同論文159～160頁参照

　J．一N．Luc，‘Le　rachat　des　droits　fεodaux　dans　Ie　dεpartment　de　la

Charante－Inf6rieure（1789－1793）’，ComC㎡ろ〃乞。mδグ肋∫τoルe力妙∫α〃me

〃王αγ勿。〃古m〃αmρ〃∫e，direct．parASobou1，Paris，1977，p．345

　cf．ibid．，pp．342～343，p．347

　cf．Ph．Sagnac，ムαZ奪古5τα杉。m　c〃〃e　ae∫αR6oo～m加。mプんmg〃∫e，Paris，

1898，河野　前掲論文173頁参照

　M．Marion，工αm舳ae∫肋m∫mα痂mα鮒加〃伽㍑α〃m〃古。m，

Genさve1974，p，41

　cf．ibid．，pp．4ユ～42

　cf．ibid．，pp．77～78，（河野　前掲論文179頁の表参照）

　河野　前掲論文　184頁参照

　同論文　184頁

　遅塚忠躬『口ベスピエールとドリヴィエ』東京大学出版会，ユ986，53

頁

　遅塚教授はこの点を91年体制の支柱が基本的には「独占禁止・団結禁

止」型の経済的自由主義であるとしたうえで，「封建的」権利の買い戻し

を認めたことによりそれに一点の「留保」が必要であることとあわせて，

この私的独占を一点の「不備」であるとしている。89－91年の経済問題

を検討するに当たってはこうした視点は重要である＜遅塚同書47～56頁
参照〉。

　遅塚　同書　56頁

　田中正司氏はロックの労働による所有論についてそれが「近代市民革

命の二重の課題を反映して，その理論自体のうちに，解放の理論である

と同時に収奪の理論としての構造をもっていた」＜田中正司『ジョン・ロ

ック研究』（増補）未来社，1975年，179頁〉と指摘している。

　例えばブルゴーニュの司祭カリオンは，小作条件の改善を要求する「覚

書」のなかで，「あらゆる文書は財産権（droit　de　propriξtξ）について

しか語っていない。耕作者の労働にふさわしい報酬のことは無視されて

し）る。」＜G．Lefebvre，Qm∫ガ。msαgmルe∫m｛オemが加’α左〃mmη2e．ed．，

La　Roche－sur－V㎝，1954，p．202〉として少数の所有者が自分に有利な

法律に農民を服従させることの不正を追求している。遅塚前掲書
ユ8ユ～ユ82参照。

　例えば1792年になると，独占の取締りを主張する請願は，買占め人を

批判して「これらの盗賊達は，財産権（lapropri6tξ）だという。だがこ

の財産権なるものは国民に対する反逆罪ではないか。」として「正当な商
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　　人達の財産権（1a　propriξtε）を保障し，買占め商人の強欲をとりしまる」

　　ことが民衆から主張されている＜A．P．t．37，p．686〉。楽日ヨ三千雄『パリ

　　のフランス革命』東京大学出版会，1988年，227頁参照。

（58）稲本　前掲「フランス革命と近代私法の形成」140頁参照

（59）遅塚　前掲書　257頁参照

（60）おもに都市を基盤として民衆を指導したジャック・ルー，ジャン・ヴ

　　ァルレといったアンラジェや農民のイデオローグであるドリヴィエとい

　　った人々は民衆・農民層の利害を体系化して人権・所有思想を構想する

　　ようになる。またそれらはやがてバブーヴィスムヘと継承されていく。

　　ここではさしあたり，アンラジェについて辻村みよ子『フランス革命の

　　憲法原理」日本評論杜，ユ989年，333頁以下，ドリヴィエについて遅塚　前

　　掲書131頁以下またバブーフについては杉原泰雄『人民主権の史的展開』

　　岩波書店，ユ978年，111頁以下をそれぞれ参照。

（61）　口ベスピエールもまた生存権の保障を重視し，財産権を制限するどい

　　う構想をもち，それを人権宣言草案として93年4月24日国民公会に提出

　　している。これらの点について辻村　前掲書258頁以下，416頁以下，お

　　よび遅塚　前掲書　2ユエ頁以下参照

（62）樋口陽一教授は，市民革命期にあっては初期独占解体による自由放任

　　主義の土俵作りのために，営業の自由は国家から諸個人に強制されるも

　　のであったことを強調し，89－9ユ年の「上からの近代的再編」の時期では

　　なくて，93年段階でこの規定が登場したと述べておられる＜樋口陽一「フ

　　ランスにおけるConstitutionのありかたとdirig1smeの概念」高柳信一

　　他編『資本主義法の形成と展開』東京大学出版会，1972年，306～307頁〉。

　　営業の自由（1ibert∈de　taravai1あるいはlibertξdu　commerce（et

　　induStrie））が同業組合その他の中間団体からの自由を意味したことは確

　　かであろう。しかしダラルド法制定作業におけるダラルド発言において

　　彼はtravai1erの能力をpropriεtξから引きだしていたこと（本稿m＜4〉

　　（2）），重農主義影響下にあってlibertξdu　commerceは財産権の行使と考

　　えられていたこともすでに確認した（本稿III＜2＞）。これらの点から判

　　断すればやはり営業の自由は「神聖不可侵の財産権」に含まれていたと

　　考えるべきではないであろうか。そして93年にあらためてそれが人権宣

　　言に登場するのは，それを制限しようとする民衆層の要求への防壁とし

　　てではないであろうか。遅塚忠躬「書評・『資本主義法の形成と展開」」

　　『社会科学研究』25巻3号，83頁参照，cf．Sueur，op．cit．，p．8ユ1

＜著者の住所：〒206稲城市押立680－2さくらハイツ205号室〉


